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鹿部中学校１日防災学校



最近のできごと

ドライバーに安全運転を呼び掛け

町民総ぐるみ交通安全旗の波運動

鹿部クラップーズが準優勝

第２１回盛田幸妃杯少年野球大会
　第21回盛田幸妃杯少年野球大会兼令和６年度鹿部クラップーズ
近隣市町交流大会兼グリーンカップが10月５～６日、山村広場野
球場など３会場で開催され、９チームが出場しました。鹿部ク
ラップーズは予選リーグで順調に白星を挙げ、２日目の決勝トー
ナメントを勝ち進み、見事「準優勝」に輝きました。
　同大会は、故盛田幸妃氏による地元への恩返しの気持ちから始
まり、子どもたちに野球の楽しさや厳しさを学んでもらいなが
ら、他市町の野球チームと交流を深めることを目的としていま
す。今年度も森町の野球クラブ主催大会と合同で開催しました。
　当日は天候に恵まれ、晴天の下、たくさんの子どもたちのはつ
らつとしたプレーで、会場は盛り上がりをみせていました。優勝は、北斗ペガサス野球少年団でした。

渡島管内の代表者７５名が熱戦

渡島スポーツ・レクリエーションフェスティバルパークゴルフ大会
　渡島スポーツ・レクリエーションフェスティバルパー
クゴルフ大会が９月25日、鹿部町パークゴルフ場で開催
されました。同大会は、渡島管内スポーツ協会連絡協議
会などの主催で、鹿部町では令和４年度以来、２年ぶり
の開催となりました。
　当日は、渡島管内11地区から代表者75名が出場し、団
体戦、個人戦で熱戦を繰り広げました。鹿部町の代表選

手は、女子の部団体で準優勝、女子の部個人で上野光子さんが３位に入賞するなど、好成績を収めま
した。
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　秋の交通安全運動期間中の９月21日午前９時から、国道や
道道沿いの町内11箇所で「町民総ぐるみ交通安全旗の波運
動」が実施されました。
　当日は天候にも恵まれ、各町内会長や交通安全部長、町内
事業所等の協力のもと、約300人が参加し、街頭啓発を通して
ドライバーに安全運転を呼び掛けました。



最近のできごと
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交通ルール守って横断を

しかべ幼稚園交通安全青空教室
　しかべ幼稚園交通安全青空教室が10月９日、しかべ幼稚園で実
施されました。
　園児たちは警察官や交通安全指導員、交通安全協会会員の指
導・見守りのもと、横断歩道の渡り方を学んだほか、パトカーや
白バイの見学・乗車体験を行いました。
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※予定価格が130万円を超える建設工事入札（随意契約を含まない）事案のみ公表しています  

 

入札執行 契約金額 予定価格 参加

年月日 （税込） （税込） 業者数

建設水道課 令和6年9月11日 水道用メーター器交換工事（後期） (株)亘栄 4,488,000 4,609,000 97.37% 3社

建設水道課 令和6年9月11日 町道本別４号線局部舗装補修工事 吉建設(株) 3,410,000 3,498,000 97.48% 3社

発注担当課 工事名 請負業者名 落札比率

建設工事入札結果（令和６年７月～９月）

▼お問い合わせは、役場総務・防災課契約管財係（０１３７２－７－２１１１）へ。

　町では、入札および契約制度の透明性、競争性の一層の向上を目的に、建設工事の入札結果を３
か月に１回、公表しています。
≪公表内容≫
　・町で入札を行った建設工事
　・発注担当課、入札執行月日、工事名、請負業者名、契約金額（税込）、予定価格（税込）、落
　　札比率、参加業者数



広報しかべ　令和６年11月号４

▼お問い合わせは、役場総務・防災課財政係（０１３７２－７－２１１１）へ。

　町では、町財政についてご理解をいただくため、年２回 「財政状況の公表」を行っています。今回は、令和６年度の
上半期（令和６年４月１日～令和６年９月30日）に実施した主な事業と令和６年９月30日現在における歳入歳出予算の
執行状況などをお知らせします。

■一時借入金の状況
　現在のところ一時借入金はありません。

鹿部町の財政状況をお知らせします令和６年度 上半期

■一般会計歳入執行状況 ※予算現額には前年度からの繰越予算を含みます （単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

■借入金の状況（一般会計債）

■町有財産の状況

基 金

種 別
公
有
財
産

土 地
建 物
車 両
有 価 証 券
出 資 に よ る 権 利

借 入 先 別
政 府 資 金
公営企業金融公庫等
地方銀行・信用金庫
合 計

51.8%352,924

26,757
介護会計（サービス事業勘定）
後 期 高 齢 者 特 別 会 計

商 工 費
30.0%

43.0%

35.6%

148,821

140,061

1,090
480,411 214,921

795,899

48.7%

1,865,031

34.0%78,801

4,240,634

1,531,122

ふるさと納税寄附者返礼品71,312、ふるさと産品等開発業務委託30,960
町道宮浜道路線改良舗装工事前払金31,800、尻無川橋改修工事前払金27,280
南渡島消防事務組合負担金147,309
小中学校エアコン設置工事36,300、小学校体育館LED化工事10,120

1,531,122

合 計

職員の給与136,122
町債元利償還金123,040

■各会計別執行状況 歳出歳入

36.1%2,612,738 45.1%5,791,474 2,114,9025,856,148

そ の 他
4,240,634

680,970

合 計
287,399

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 261,582 38.4%
186,659

主　な　事　業　内　容　（４～９月）
固定資産税148,482、町民税91,517
普通交付税1,098,203
町営住宅使用料23,121、パークゴルフ場使用料1,345
障害者自立支援給付費負担金29,050、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金14,189
障害者自立支援給付費負担金12,866、道税徴収取扱事務交付金2,992
土地貸付料1,667、教職員住宅貸付料833
ふるさとしかべ応援寄附金268,206、一般寄附金1,000、企業版ふるさと納税寄付金900
北海道市町村職員退職手当組合負担金精算還付金8,995

29.8%

38.9%

111,592

1,090

支出済額 執 行 率

374,242
23,947

0 0.0%
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480,411
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道 支 出 金
財 産 収 入

諸 収 入

141,183

地方消費税交付金53,763、地方特例交付金14,593、自動車重量譲与税4,549

予算現額

0.0%

1,001,001 27.0%

17.6%
1,865,031

88,938
344,800

44.0%
506,067

■一般会計歳出執行状況 ※予算現額には前年度からの繰越予算を含みます

406,744

予算現額

351,068
教 育 費
諸 費

そ の 他
合 計

152,877

44.0%
執 行 率収入済額

介護会計（保険事業勘定）

45.7%

消 防 費 301,539
300,860

49.4%

農林水産業費
232,385 29.2%

215,295

簡 易 水 道 事 業 会 計

10.2%

424,076

4,240,634

49.4%

36.1%

26.3%
主　な　事　業　内　容　（４～９月）

予算現額 収入済額
町 税
科 目

77.3%

38,392

48.7%

3,887
26,338

使用料及び手数料
国 庫 支 出 金

48.0%

58,001 28,259

執 行 率
415,847

18.7%
17.2%22,626

272,700 65.6%
地 方 交 付 税

19.9%58,178

1,420,000 1,098,203

会 計 名
一 般 会 計

科 目
総 務 費
民 生 費
衛 生 費

土 木 費 90,144

町 債

767,618
174,815

270,105

0

292,717

18,423

202,362

予算現額

538,842
111,427
191,869

20,688

執 行 率

32.4%69,844

支出済額

383千円
35,880千円

26億2,674万円

現 在 高
15億8,837万円

14万円
26億9,070万円
42億7,921万円

現 在 高
9,146,228㎡

60,244㎡
37台

309,568

228 20.9%
44.7%

備荒資金組合償還金10,592、デマンド交通運行事業5,450、幼稚園横職員住宅解体工事4,202
障害介護給付費45,807、介護保険事業特別会計繰出金32,000
渡島廃棄物処理広域連合負担金25,757、ごみ・し尿等処理事業25,258
ホタテ未利用資源リサイクル施設運用負担金8,635、漁港管理委員会運営助成金5,275

┰ ┰ ┰
0% 50% 100%

┰ ┰ ┰
0% 50% 100%

┰ ┰ ┰

0% 50% 100%

┰ ┰ ┰

0% 50% 100%

借入金残高42億7,921万円のうち、27億3,014万円が

交付税算入されます（町負担は15億4,907万円です）。

小中学校にエアコンを設置しました。
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鹿部中学校 海嶺祭 （９月２７日）

▼お問い合わせは、役場企画振興課企画振興係（０１３７２－７－５２９７）へ。 

 

 

※夜間のタクシー運行を確保する事業ですが、救急車の利用を妨げるものではありません。緊急時
は迷わず救急車（119）をお呼びください。 

※日曜日を除き、午前９時から午後５時までは通常運行しています（日曜日は予約のみ対応可能）。 

１１月 
日 月 火 水 木 金 土

    1 ○2
3 4 5 ○6  ○7  ○8  ○9
10 11 12 ○13  ○14  ○15  ○16
17 18 19 ○20  ○21  ○22  ○23
24 25 26 ○27  ○28  ○29  ○30

１１月限定　夜間タクシーの実証運行を実施します
　町では、少子高齢化が進む中で、車で移動できない方々が増え、移動手段として公共交通の必要
性がますます高まっていくことが予想されることから、今後の公共交通の在り方について検討を
行っています。
　その一環として、バスやタクシーの運行が終了した後の夜間において、次のとおりタクシーの実
証運行を行います。利用目的は問いませんので、ぜひご利用ください。

〇利用可能日時
　右のカレンダーで丸囲みされている日
　利用可能時間は午後５時から午前０時まで
〇料金
　通常のタクシー料金と同じ
〇連絡先
　０１３８－２２－５５６６
　（有限会社北海道・函館moomoo taxi）
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全学年　シェイクアウト訓練

３年生　防災車両の展示・体験

５年生　ハイゼックスを使った炊飯、火山についての学習 ６年生　地層についての学習

４年生　段ボールベッド作り、災害伝言ダイヤルの使い方

１年生　防災かるた ２年生
新聞紙スリッパ作り
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 全学年　噴火を想定した避難訓練

１年生　ロープワーク体験全学年　煙体験

２年生　避難所運営体験（ＨＵＧ） ３年生　救命救急・応急手当講習会

全学年　防災講話
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糖尿病を予防しましょう

今月の担当は、 渡辺　愛華です 。

　11月14日（木）は「世界糖尿病デー」です。世界に広がる糖尿病の脅威に対応するために国際糖尿病連
合と世界保健機関が制定しています。日本でも、今年は11月11日（月）～17日（日）を「全国糖尿病週間」
とし、全国的に糖尿病予防と重症化予防に向けた啓発運動を推進していきます。
　糖尿病は早期の発見がとても大切です。健康診断などで血糖値が高いと言われても、症状がないからと
放置すると糖尿病は確実に進んでしまいます。血糖値が高めな方や食べすぎ・飲みすぎが続いている方
は、ご自身の生活習慣を見直してみませんか。

〇糖尿病とは？
　糖尿病はインスリンというホルモンの作用や量が不足することで、慢性的に血糖値が上昇する病気で
す。大きく１型糖尿病と２型糖尿病に分かれており、１型糖尿病はインスリンをつくる膵臓の細胞が障害
されることで起こります。主に小児や若年層に多い疾患です。２型糖尿病は、遺伝的な要因に、食べす
ぎ・飲み過ぎや運動不足などの生活習慣が加わって発症します。日本の糖尿病患者の大多数は２型です。
一度発症すると完全に治るということがないため、生涯を通してうまく付き合っていくことが大切です。

〇症状は？
　糖尿病は初期の段階では、自覚症状がほとんどありません。進行に伴い下記のような症状が現れます。
　①尿の回数が増える
　②喉が渇きやすくなる
　③疲れやすい、体がだるい
　④急激に体重が減少する

○合併症は？
　細い血管系の合併症として「し・め・じ」、太い血管系の合併症として「え・の・き」があります。

　「しめじ」は糖尿病の３大合併症と言われています。
　「し」…神経障害。手足がしびれやすくなったり、足がつりやすくなったりします。
　「め」…網膜症。眼の中にある網膜の血管が出血し、最終的には失明に至ってしまいます。
　「じ」…腎症。タンパク尿が出て、全身がむくみ、だるくなります。最終的には腎不全で人工透析が必
　　　　　要となります。
　「えのき」は命に直結する合併症です。
　「え」…壊疽。動脈硬化の影響で足が腐ってしまい、最悪の場合、足を切断することとなります。
　「の」…脳梗塞。脳の血管が完全に塞がってしまうことで起こります。命をとりとめても重い後遺症が
　　　　　残ることがあり、寝たきりなどを招きます。
　「き」…虚血性心疾患（心臓病）。心臓の血管（冠動脈）が狭くなったり、詰まったりすることで起こ
　　　　　ります。突然死の原因となるほか、日常生活にも支障が出るおそれがあります。

健康へのページ

こんにちは保健師です
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▼お問い合わせは、役場保健福祉課保健推進係（０１３７２－７－５２９１）へ。

○予防するためには
　日頃から規則正しい食生活と運動習慣を生活に取り込んでいくことが必要です。

①１日３食（朝・昼・夕）規則正
しい食生活を送る。

②よく噛んでゆっくり食べる。
③１回の食事量をバランスよくと

り、腹八分目までにする。
④なるべく野菜から食べ始める。
⑤できるだけ間食はしない。
⑥調理の際は薄味を心がける。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事のポイント

①運動前に軽いストレッチなどの準備体操を行う。
②運動前に血圧や体調を確認し、その日の体調に合わせて運動

量を決める。
③血糖が上がっている食後１～２時間に行う。
④熱中症や脱水症予防のため、水分補給を適宜行う。
⑤自分のライフスタイルにあった運動を１日おき２日おき程度

に続けて行う。無理なく続けられる運動としてウォーキング
やラジオ体操などの有酸素運動がおすすめです。少し汗ばむ
程度の運動量で20分以上週に３～５回行うのが有効であると
されています。

運動のポイント

バス車内広告でPRしてみませんか？
しかバス車内に広告を掲出することができます。
内容は額面広告（窓より上部）および車内モニター投影の２種類になります。

 
 

広告内容 規格 掲載期間 広告料 

額面広告 Ｂ３横版 ひと月単位 
（最大で連続
12 か月） 

１枠ひと月当たり1,000円 

モニター 24 インチ 15秒１口につきひと月当たり 
3,000円（MP4形式） 
 

額面広告 

モニター広告 
▼お問い合わせは、役場企画振興課企画振興係（７－５２９７）へ。

　モニター広告は動画または静止画となります。音声は流れません。
　しかバスは週70便運行しており、鹿部駅から役場庁舎までの乗車時間が
30分程度となります。
　広告掲出にご興味がありましたら、ぜひご連絡ください。
　企業や商品の広告など幅広く活用してください。お待ちしています。
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～健康料理教室（脂質異常症編）を開催しました～
　「令和6年度健康料理教室（脂質異常症編）」が９月27日、中央公民館で開かれました。当日は８名が
参加し、「コレステロール対策」をテーマに小松菜の混ぜごはん、魚の生姜煮、わかめとえのきと豆腐の
みそ汁、さつまいもとりんごの重ね煮の４品を実習しました。試食後は、保健師と管理栄養士による脂質
異常症予防の講話を行い、知識を深めました。
　保健福祉課では今後も生活習慣病予防のための健康教室を予定しています。個別の健康相談・栄養相談
も随時受け付けていますので、お気軽に相談ください。

【脂質異常症予防のためのポイント】
　①背の青い魚と大豆製品を取り入れましょう
　　ブリ、サバ、イワシなどの背の青い魚は、中性脂肪を減らし動脈硬化の予防に役立ちます。豆腐、納
　豆などの大豆製品は、コレステロール値を下げる作用のある大豆たんぱく質やイソフラボンが含まれま
　す。肉や卵のおかずを食べる頻度が多い方は、１日１～２回程度、大豆製品や魚のおかずに置き換えて
　みましょう。
　②野菜、きのこ、海藻を取り入れましょう
　　野菜、きのこ、海藻などに含まれる食物繊維には、体内でのコレステロールの吸収を抑え、対外への
　排出を促してくれるため、積極的に取りたい食品です。

 

 

▼お問い合わせは、役場保健福祉課保健推進係（０１３７２－７－５２９１）へ。

＊今月のお料理レシピ＊
『さつまいもとりんごの重ね煮』

≪材料（２人分）≫ 
さつまいも     80g  塩         少々
りんご       60g レモン果汁   小さじ１
レーズン       ８g  水          80ml
砂糖     大さじ１ シナモンパウダー  少量

≪作り方≫ 
① さつまいもは皮つきのまま厚さの５㎜の輪切りにし、水にさらしておく。 
② りんごは芯と皮を除いてくし切りにし、５㎜の厚さに切る。 
③ 鍋にさつまいも、りんごの各１/３の量を重ね入れ、レーズン、砂糖、塩、レモン果汁を各１/３加える。 

④ 残りの③も同様に２回重ね、水を加えてふたをし、弱めの中火にかける。ときどき鍋をゆす 
りながら、さつまいもがやわらかくなるまで 20 分煮る。 

⑤ 器に盛り、シナモンパウダーをふる。 

≪１人分栄養価≫ 
エネルギー：101kcal、食塩相当量：0. 1ｇ 

さつまいもやりんごは食物繊維が豊富な食材です。デザートも食物繊維が多いもの（いも類、
果物、豆乳や寒天を使ったもの等）を選んでみましょう！ 
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　コミュニティカフェは、地域住民の交流の場として、宮浜児童館と鹿部郵便局ふれあいルームの２か所
で開設しています。誰でも自由に利用することができますので、皆さんのご利用をお待ちしています。
　また、毎週月曜日にはボランティア団体「一歩の会」の皆さんの協力によるイベントを行っているほ
か、地域おこし協力隊によるイベントも実施していますので、ぜひご参加ください。

【開館時間】　宮浜児童館：午前10時～午後４時30分（不定休）
　　　　　　　鹿部郵便局：午前９時～午後５時（土曜・日曜・祝日は定休日）

 
鹿部町コミュニティカフェをご利用ください

　皆さん、こんにちは～。
　失敗しました！８月にきゅうりの古漬けを粕みそに漬け込みましたが…、一か月後に試食したとこ
ろ、すっぱくなっていました。暑い日が続いていましたからね、時期が早かったのか塩抜きしたのが
悪かったのかな。塩抜きしないで漬けたのはまだ塩がきついので新しい酒粕に漬けなおすといい塩梅
になりそうです。青南蛮も沢山収穫できたので“三升漬け”も作りました、試食できますので興味のある
方はお声がけください。
　最近はコミュカフェイベント以外でも予約して利用される方も増えてきました。収穫した野菜を
使った料理など試食して頂いています。宮浜児童館でお待ちしております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域おこし協力隊　山田　和恵

 

▼お問い合わせは、役場保健福祉課福祉係（０１３７２－７－５２９１）へ。

◆１１月のイベント予定（宮浜児童館）◆

0 1 2

3 4 5 6 7 8 【協力隊】 9

10 1 1 【一歩の会】 12 1 3 1 4 1 5 1 6

1 7 1 8 【一歩の会】 19 2 0 【協力隊】 21 2 2 【協力隊】 23

2 4 2 5 【一歩の会】 26 2 7 2 8 2 9 3 0

おしゃべりカフェ

1 3：3 0～1 5：0 0

お休み 楽しい朗読 開館日

開館日

お休み 楽 ト々レーニング 開館日 開館日

土

開館日

金

開館日

日 月 火 水 木

開館日お休み お休み 開館日 お休み

開館日 開館日

13：0 0～1 5：0 0

お休み 開館日

お休み

楽しい歌声広場 開館日 ジャイロキネシス お休み おしゃべりカフェ

1 3：3 0～1 5：0 0

お休み 開館日 開館日開館日

13：3 0～1 5：0 0 1 4：0 0～1 5：0 0
※宮浜児童館で実施 1 3：0 0～1 5：0 0

 
※【一歩の会】・・・ボランティア団体一歩の会によるイベント 

【協 力 隊】・・・地域おこし協力隊によるイベント 
※イベントはすべて申し込み不要で、参加は無料です 
※ジャイロキネシスは毎月総合体育館で実施していますが、11 月は宮浜児童館で実施します 
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新型コロナワクチンの接種費用を助成します

　新型コロナワクチンの特例臨時接種は令和５年度末で終了しました。令和６年度以降は新型コロナウ
イルス感染症の重症化予防を目的に、対象者を限定したB類疾病の定期接種となります。
　町では、国が定期接種用として定めた新型コロナワクチンを接種した町民の方に、接種料金の助成を
行います。手続きなどの詳細は次のとおりです。

○対象
　・満65歳以上の方
　・満60歳以上64歳までの方で心臓疾患、腎臓疾患、呼吸器疾患等の内部障害で身体障害者手帳１級を
　　お持ちの方

○期間
　令和６年10月１日から令和７年３月31日までの接種分

○助成金
　12,300円（１回のみ）
　※助成金額に満たない場合は、かかった費用のみ助成します。また、生活保護世帯の方は全額町負担
　　とします。

○手続き方法
　【町内の医療機関の場合】
　　・医療機関への予約は各自で行ってください。
　　・１回の接種料金のうち、助成額を差し引いた差額分のみ医療機関窓口で支払いください。
　　・助成の手続きは不要です。

　【町外の医療機関の場合】
　　・医療機関への予約は各自で行い事前に役場保健福祉課で「接種依頼書」の交付を受けてから接種
　　　してください。
　　・助成金は「新型コロナワクチン接種費用助成金償還払申請書」を役場保健福祉課に提出後、口座
　　　振込となります。一度、病院の窓口で全額を立て替え払いしてください（接種料金は医療機関に
　　　より異なります）。

　　　

○その他
　医療機関によっては、予防接種の日時が決まっているところや予約制となっている場合がありますの
で、受診する前に各自で確認してください。

▼お問い合わせは、役場保健福祉課保健推進係（０１３７２－７－５２９１）へ。

＜申請に必要なもの＞
　接種したことが明記された領収証、印鑑、申請者の預金通帳の口座番号と口座名義人名がわか
るもの
→手続きの締め切りは令和７年４月４日（金）まで

※接種を受ける努力義務や自治体からの接種推奨の規定はなく、あくまでご本人の意思に基づき受けていただくものです。周りの方な
どに接種を強制したり、受けていない人に差別的な扱いをしたりすることがないようにお願いします（定期接種以外で接種を希望す
る方は、任意接種となります）。
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１０月から児童手当制度が変わりました
支給対象が高校生まで拡大

　児童手当法の改正により、10月分（12月支給分）から児童手当の制度が以下のとおり変更になりまし
た。詳細は役場民生課戸籍係へお問い合わせください。

▼お問い合わせは、役場民生課戸籍係（０１３７２－７－５２９０）へ。

開かれた身近な町政づくりを進めるため『語らい町長室』を開催しています。 
来庁していただく方法のほか、『語らいオンライン町長室』と『語らい出前町長室』も利用でき

ます。開放予定日に限らず、公務などが入っていない日は可能な限り対応しますので、希望され
る方は事前にお問い合わせください。 

▼お問い合わせは、役場総務・防災課総務係 へ。

■令和６年11月の開放予定日　11月18日（月）　午前９時～午後７時  

（０１３７２－７－２１１１）

 改正前 改正後 

対象 
０歳から中学校卒業までの子ども 

（15歳到達後の最初の年度末まで）
０歳から高校生年代までの子ども 

（18歳到達後の最初の年度末まで）

所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし 

手当月額 

【３歳未満】 
 月15,000円
【３歳～小学校修了】 
 第１子・第２子 月10,000円
 第３子以降   
【中学生】 
 月10,000円

【３歳未満】 
 第１子・第２子 月15,000円
 第３子以降   月30,000円
【３歳～18歳】 
 第１子・第２子 月10,000円
 第３子以降 月30,000円
 

支給月 年３回（２,６,10月）  年６回（偶数月）      
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１１月から児童扶養手当が拡充されます
所得限度額と第３子以降の加算額が改定

①所得限度額の引き上げ
　児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支
給する「一部支給」があります。この度、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額を以下
の表のとおり引き上げます。
　例えば、お子様１人の場合、全部支給は160万円から190万円に、一部支給は365万円から385万円に引
き上げられます（収入ベースによる算定）。

　令和６年11月分の手当から所得限度額と加算額の引き上げが適用されますが、同年11月、12月分
の手当は、２か月分の支給月である令和７年１月に支払われます。

②第３子以降の加算額の引き上げ
　第３子以降の加算額が引き上げられ、第２子の加算額と同額になります。

▼お問い合わせは、役場民生課戸籍係（０１３７２－７－５２９０）へ。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全部支給となる所得限度額 
（受給資格者本人の前年所得） 

一部支給となる所得限度額 
（受給資格者本人の前年所得） 

扶養する 
児童等の数 

収入ベース 所得ベース 収入ベース 所得ベース 

これまで 11月分から これまで 11月分から これまで 11月分から これまで 11月分から 

０人 1,220,000  1,420,000  490,000 690,000 3,114,000  3,343,000  1,920,000  2,080,000  

１人 1,600,000  1,900,000  870,000 1,070,000  3,650,000  3,850,000  2,300,000  2,460,000  

２人 2,157,000  2,443,000  1,250,000  1,450,000  4,125,000  4,325,000  2,680,000  2,840,000  

３人 2,700,000  2,986,000  1,630,000  1,830,000  4,600,000  4,800,000  3,060,000  3,220,000  

４人 3,243,000  3,529,000  2,010,000  2,210,000  5,075,000  5,275,000  3,440,000  3,600,000  

５人 3,763,000  4,013,000  2,390,000  2,590,000  5,550,000  5,750,000  3,820,000  3,980,000  

これまで 11月分から

全部支給 6,450円  
一部支給 6,440円～3,230円 

（所得に応じて決定されます） 

全部支給 10,750円  
一部支給 10,740円～5,380円  

（所得に応じて決定されます） 
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鹿部町空き家バンクへの登録物件を募集しています
空き地、空き家の有効活用を目指して

　町では、人口減少に伴って増え続ける空き家を有効活用し、地域活性化につなげるため、平成29年か
ら空き家バンク制度を実施しています。
　空き家バンクに登録していただいた空き家・空き地は、町ホームページで紹介し、買い手・借り手と
なる方を幅広く募ります。
　近年、町内での住み替えや、町外から移住を希望する方から、空き家を求めるお問い合わせが増えて
います。住まいとして、使わなくなった空き家を利活用できるかもしれません。
　空き家・空き地を「売りたい、貸したい」という方や、空き家バンク登録に関する相談や疑問がある
方は、ご連絡ください。
　また、物件をお探しの方は鹿部町空き家バンクをご覧ください。

〇鹿部町空き家バンク（町ホームページ）
　https://www.town.shikabe.lg.jp/soshiki/kensetsu_suido/gyomu/3/638.html

▼お問い合わせは、役場建設水道課建築係（０１３７２－７－５２９４）へ。

鹿部町空家等除却支援事業補制度を活用しませんか
町が解体費用をサポートします

　町では、老朽化した空家住宅等の解体費用の一部を補助する鹿部町空家等除却支援事業補助制度を実
施しています。老朽化が進み、今後使用する予定のない空家住宅等は、本制度を利用して解体してみて
はいかがでしょうか。

〇補助額　
　住宅：最大50万円　倉庫：最大15万円
〇申請の要件
・町内にある専用住宅又は併用住宅及び倉庫等であること
・１年以上居住またはその他の使用実績がないこと
・町による事前調査で、交付対象空家と判定された建物であること
・町税等を滞納していないこと
・町内の解体業者等が請け負う工事であること

▼お問い合わせは、役場建設水道課建築係（０１３７２－７－５２９４）へ。
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全国瞬時警報システム情報伝達訓練を実施します
訓練放送にご理解ご協力を

【９月のゴミ回収量（一般ゴミ）】
全体  78.63ｔ

（昨年度同月回収量81.54ｔ 約3.56％減） 

内 訳 焼却処分 56.75ｔ 
リサイクル 16.1ｔ 
埋立処分 5.78ｔ 

混ぜればゴミ！分ければ資源！地球温暖化

による環境への負担などを減らすため、ゴ

ミの分別・減量にご協力をお願いします。

鹿部町内不法投棄等監視パトロール実施中 !!
～不法投棄は絶対にしないようにしましょう～

不法投棄をすると５年以下の懲役か１千万円以下の罰金を科せられます（併科の場合あり）。

　11月20日（水）午前11時頃、防災行政無線を用いた全国瞬時警報システム（Ｊ‐ＡＬＥＲＴ）の訓練
放送を実施します。皆さんに緊急情報を確実にお伝えするための訓練ですので、ご理解とご協力をお願
いします。訓練放送の内容は次のとおりです。

　緊急地震速報やミサイル発射などの武力攻撃に関する緊急情報といった、対処に時間的余
裕のない緊急情報が消防庁から人工衛星を介して送信され、これを役場が受信し、防災行政
無線（同報無線）を自動的に起動して放送することにより、24時間体制で瞬時に緊急情報を
町民の皆さんにお知らせするシステムです。

①「チャイム」              ②「これは、Ｊアラートのテストです」×３回 
③「こちらは、ぼうさいしかべです」    ④「チャイム」 

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）とは？

有事情報

緊急地震速報
消防庁 鹿部町役場

▼お問い合わせは、役場総務・防災課防災・デジタル推進室（０１３７２－７－２１１１）へ。
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一般曹候補生と自衛官候補生を募集します
防衛省・自衛隊からのお知らせ

　防衛省・自衛隊は、令和６年度一般曹候補生と自衛官候補生を募集しています。

令和６年度鹿部町対話ミーティングを開催します
たくさんの参加をお待ちしています

　町では、今年度役場が取り組んでいる事業のお知らせや町民皆さんが役場に取り組んでほしいことな
ど、お気軽に意見交換ができる「対話ミーティング」を開催します。

○日時
　11月28日（木）午後６時から
○場所
　中央公民館大ホール

※申し込みは不要です。会場までの移動手段がない方は企画振興課までご相談ください。

 

町広報誌に広告を掲載してみませんか？

▼お申し込み・お問い合わせ先は、役場企画振興課広報広聴係（０１３７２－７－５２９７）へ。

 
 
 
 
 
 
 
 

区分 一般曹候補生 自衛官候補生 

受験資格 18歳以上33歳未満 

受付期間 10月１日（火）～ 11月28日（木）  通年 

試験日 

【１次試験】 
12月７日（土）～ ９日（月）のうち１日 

【１次試験】 
１月10日（金）～ 11日（土）のうち１日 

12月15日（日）～ 16日（月）のうち１日 

▼お問い合わせは、自衛隊函館地方協力本部函館地区隊（０１３８－５３－６２４１）へ。
　メールでの資料請求は（recruit1-hakodate@pco.mod.go.jp）へ。

▼お問い合わせは、役場企画振興課広報広聴係（０１３７２－７－５２９７）へ。

幅広い年代の参加を
お待ちしています！
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　東日本大震災を教訓として、平成23年６月に「津波対策
の推進に関する法律」が制定され、毎年11月５日を「津波
防災の日」と定めました。
　なお、11月５日は、嘉永７年（１８５４年）の安政南海
地震による津波の際に稲に火をつけて暗闇の中で逃げ遅れ
ていた人たちを高台に避難させて救った「稲むらの火」の
逸話があった日です。

①大地震はいつ来るかわかりません。家族とどこに逃げるのかなど、日頃から考えておきま
　しょう。
②津波はすごいスピードで迫ってきます。各自が全力で逃げてください。

▼お問い合わせは、役場総務・防災課防災・デジタル推進室（０１３７２－７－２１１１）へ。

津波の心得 

ああららかかじじめめ確認ししてておおここうう！！

【非常持ち出し品の確認】 
各家庭で、家族の３日分程度の食料や飲料水、定期的に服用している薬などを備

蓄し、すぐに持ち出せるように準備しておきましょう。 
【避難経路の確認】 

自宅が『津波による浸水が予想されているか』や『避難場所および安全な避難経路』
を鹿部町津波ハザードマップで確認しておきましょう。 
【家族との連絡方法の確認】 

災害時の家族との連絡方法や連絡先を確認しておきましょう。 

鹿部町ホームページ 
【鹿部町津波ハザードマップ及び津波避難ガイドブックについて】 
https://www.town.shikabe.lg.jp/soshiki/bosai_digital/gyomu/2/1/
2/783.html  

 

内閣府 津波防災特設サイト  
https://tsunamibousai.jp/  
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火山活動は、概ね静穏に経過しています。長期的には、噴気活動や地殻変動に活発化の
傾向がわずかに認められており、今後も活動の推移には注意が必要です。噴火予報（噴
火警戒レベル１、活火山であることに留意）に変更はありません。
山頂に設置した監視カメラでは、昭和４年火口及び明治火口でごく弱い噴気を観測しま
した。昭和４年火口でごく弱い噴気を観測した日数は、2021年頃から増加する傾向が認
められています。９月12日に実施したヘリコプターによる上空からの観測では、山頂火
口原内の各火口の状況に特段の変化は認められません。
今期間、火山性地震は少なく、地震活動は低調な状態です。火山性微動は、観測されて
いません。
GNSS連続観測では、2022年頃から山頂付近の膨張を示すと考えられるわずかな変化が
一部で認められていましたが、2024年１月頃から概ね停滞しています。長期的には、山
頂火口原を挟む基線では断続的にわずかな伸長が認められます。
（GNSS観測：GPS含む衛星測位システムの総称）

①詳細は札幌管区気象台ホームページでも閲覧することができます。https://www.jma-net.go.jp/sapporo/
②気象庁ホームページに駒ヶ岳の火山観測データが掲載されています。火山活動状況などの把握にご利用
　ください。http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/open-data/open-data.php?id=113

令和６年９月に観測された駒ケ岳の状況についてお知らせします。　　

〇全　　般

〇噴煙活動

〇地震活動

〇地殻変動

 

 

 

 

 

 
▼お問い合わせは、役場総務・防災課防災・デジタル推進室（０１３７２－７－２１１１）へ。　　

冬の地震・津波への備え
　冬に大地震が起こると、強い揺れや津波の被害に加え、雪や寒さによるリスクが加わります。怪我や
命の危険にさらされることがないよう、以下の点に注意して備えて下さい。

１．雪に対する備え
　屋根に雪が積もっていると、地震の揺れにより、落雪や、家屋の倒壊が起こる
恐れがあります。落雪は、人を巻き込む危険のほか、避難路をふさぐ原因にもな
りますので、十分に注意しましょう。また、山沿いや傾斜地では、雪崩にも注意
してください。避難の際は、路面状況を確認して慌てず移動しましょう。

２．火災に対する備え
　暖房器具を使っている冬場に地震が発生すると、火災のリスクが高まります。
暖房器具のそばには可燃物を置かないようにして下さい。また、転倒時の自動停
止機能があっても、復電による再起動や漏電が原因で出火する「通電火災」にも
注意が必要です。避難の際には、ブレーカーを切りましょう。

３．寒さへの備え
　地震で電気やガスが止まり、暖房器具が使えなくなるかもしれません。こんな
時にも使用できるポータブルの暖房器具を用意しておくと安心です。また、避難
に備え、防寒着や防寒靴、毛布、カイロなどを準備しましょう。
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町民ＳＰＥＥＤ（スピード）玉入れ大会を開催します！
　町では、12月６日に「町民ＳＰＥＥＤ（スピード）玉入れ大会」を開催します。現在参加チームを募
集しています。たくさんの参加をお待ちしています。

○日時
　12月６日（金）午後６時から　※練習日は12月４、５日の午後５時～午後７時30分
○場所
　総合体育館アリーナ
○対象
　町内在住・在勤の方
○部門
　一般の部、シニアの部、ジュニアの部（各１チーム６人）、幼児の部（1チーム８人以内）
○表彰
　各部門１～３位まで（幼児の部は全員に参加賞があります）
　☆入賞できなくても特別賞が当たるお楽しみ抽選会があります！
○締め切り
　11月15日（金）までに、中央公民館と総合体育館に設置している申込書を提出していただくか、２次
元コードから申し込みください。
　※中央公民館と総合体育館に掲示している「開催要項」と「ルール」をご確認ください。

今大会はカゴを低く設定します！ 
 
一 般 の 部：（夏）３ｍ80㎝ →（今回）３ｍ00㎝ 
シ ニ ア の 部：（夏）３ｍ30㎝ →（今回）３ｍ00㎝ 
ジュニアの部：（夏）３ｍ00㎝ →（今回）２ｍ50㎝ 
※幼児の部は今大会も専用カゴを使用します。 

▼お問い合わせは、教育委員会社会教育スポーツ課社会教育・スポーツ振興係（０１３７２－７－３１
　２４）へ。

〇職歴  
 民生課係長 

企画振興課係長 
税務課長 

 議会事務局長 
 生涯学習課長 

教育長に児玉貢氏を再任

　令和６年第３回鹿部町議会定例会において、令和６年９月で任期が満
了となる児玉貢氏の教育長再任について同意されました。主な経歴は次
のとおりです。
〇氏名
　児玉　貢
〇生年月日
　昭和40年８月13日
〇出身地
　鹿部町
〇学歴
　函館北高等学校卒業

申し込みフォーム

Ａ…３ｍ80 ㎝ 
Ｂ…３ｍ30 ㎝ 
Ｃ…３ｍ00 ㎝ 
右…２ｍ50 ㎝ 
※モデル…152㎝ 
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　本年１月に鹿部町様よりご縁をいただき住み始
め、早いもので９か月が過ぎました。自然豊かな
環境、人情、春・夏・秋と季節の移り変わりを体
感しながら、日々感動の連続です。この多様な環
境を生かして、持続可能なまち（観光地）の地域
経済活性化を目指して更に取り組みを推進したい
と思います。

１．地域ブランド・マネジメントの視点
（１）観光まちづくりの視点
　いま、日本全体の地域は大きな転換期を迎えて
います。富める地域もあれば、地域戦略の不十分
さによる財政課題等を要因に地域戦略の立て直し
を求められる地域も浮き彫りになってきました。
人口流動では大都市圏への一極集中などによる地
域間格差が拡大傾向にあり、このような中で地域
ブランド構築に注目が集まっています。
　日本における地域ブランドには、米、野菜、魚
介類、肉などの食品に関わる特産品を軸とした
「モノのブランド化」が中心に取り組まれてきま
した。最近ではインバウンド（外国人旅行客）の
増加に伴い、「食文化の活用」による温泉地や観
光地の特性を活かしたブランド化に取り組む地域
も多くなっています。国による「地域ブランド育
成支援事業」等の推進による地域ブランド開発へ
の取り組み強化が期待されています。

（２）地域ブランドが目指す目的
　特産品開発や観光地のブランド化の最終目的と
は、モノが売れ、人が訪れるだけでなく、地域に
関わる人々が、地域に誇りと愛着、そしてアイデ
ンティティ（主体性）を持てることと位置づけら
れるようになってきています。真の意味での地域
ブランド化とは「この地に住みたい」「住み続け
たい」と言うニーズをベースとしたアイデンティ
ティ形成が叫ばれています。
　すでに日本は人口減少と少子高齢化の時代を迎え、
減少傾向が加速しています。地方（地域）に残る日
本の原風景や文化継承していく者がいなくなると危
惧し、地方そのものが消滅危機になりかねないと言
われています。このような中「地域ブランド化」に
よって地域に人を引き寄せ、地域の持続的発展の原
動力を高めることこそ、地域ブランド・マネジメン
トの視点を持って地域創造、地域の持続的発展に寄

与することが求められています。

（３）地域ブランドとは何か
　そもそも地域ブランドとは、その地域が独自に
持つ歴史や文化、自然、産業、生活、人とのコ
ミュニティといった地域資産を、体験・体感の
「場」を通じて、精神的な価値へと結びつけるこ
とと言われています。「買いたい」「訪れたい」
「交流したい」「住みたい」を誘発するまちと、
定義づけられることもあります。
　地域ブランドの構築には、こうした地域の有形
無形の資産を人々の精神的な価値へと結びつける
ことで、地域の活性化を図り、地域資産としての
歴史や文化、まち並み、人との相互作用によって
価値を見出し、全体としての統一感や価値観の共
有が求められます。地域資産を見直し、掘り起こ
し、これまで気づかなかった新たな価値を創造し
ていく取り組みが求められています。

（４）地域ブランドの育成
　マーケティングが「売れる仕組みづくり」であ
るのに対して、ブランド構築は「売れ続ける仕組
み」と言われています。すなわちブランド構築に
は「買い続けてくれる人をつくるにはどうすれば
良いのか」という視点が必要とされます。ブラン
ド構築における昨今の議論では「経験価値」マー
ケティングが加わり、経験（体験）の「場」の存
在が特に強力なブランド・コンタクト・ポイント
とされ、地域が持つ資産「地域らしさ」に根づい
た価値の打ち出し方が地域の差別化ポイントとな
ると言えます。

２．地域アイデンティティ創造
　環境の変化によっては、新たなアイデンティティ
を作っていかなければならないこともあります。
地域らしさとは、ささいな日常の風景であったり、
夜の静けさだったり、時間の流れであったり、暮
らす人々の振る舞いであったりもします。「スロー
ライフ」という営みから「タッチスロー」（※ゆっ
くり、やさしく、ていねいに、こころ・からだ・環
境のために）へ。スローライフに人を引きつける
「鹿部」の可能性と基幹産業を軸としながら、地
域の好循環を生む新たな価値創造へとつなげてい
く「場」の構築に向けて活動したいと思います。

 
 
 

地域おこし協力隊通信
「鹿部温泉観光協会担当」

岩岸 悟 隊員
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　ノロウイルスによる食中毒予防のポイントは
次のとおりです。

①主な原因は調理者から食品への汚染です
　・日頃から健康状態に注意し、症状があると
　　きは、食品を直接取扱う作業を行わないよ
　　うにしましょう。
　・症状がなくてもウイルスを保有している可
　　能性があります。日頃から手洗いなどの衛
　　生管理をしっかり行いましょう。
②調理前やトイレの後は、手指の洗浄・消毒を
　行いましょう
　・手洗いの際は石けんを使用し、汚れの残り
　　やすいところを丁寧に洗いましょう。
③食品の「加熱」、調理器具の「消毒」を徹底
　しましょう
　・食品は中心部が85～90℃、90秒以上の加熱調
　　理を行いましょう。
　・調理器具は熱湯や塩素系消毒剤などで消毒
　　しましょう。

※お問い合わせ先
　北海道渡島保健所生活衛生課食品保健係
　電話 ０１３８－４ ７－９５５２

　厚生労働省では、「国民お一人お一人、『ねん
きんネット』等を活用しながら、高齢期の生活設
計に思いを巡らしていただく日」として、11月30
日（いいみらい）を「年金の日」としています。
　この機会に、「ねんきんネット」でご自身の年
金記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計に
ついて考えてみませんか。「ねんきんネット」で
は、パソコンやスマートフォンからいつでもご自
身の年金記録を確認できるほか、ご自身の年金記
録からさまざまな条件を設定した上で、年金見込
額の試算をすることもできます。
　また、マイナポータルと連携することで、国民
年金保険料の口座振替申出等の電子申請や確定申
告で利用可能な控除証明書等の電子データの取得
ができます。

※お問い合わせ先
　「ねんきんネット」「ねんきん定期便」に関す
　る専用番号
　電話０５７０－０５８－５５５
　
　函館年金事務所
　電話 ０１３８－３１－９０８６

    ノロウイルスによる食中毒を予防しましょう

　建退共制度は、建設現場で働く労働者のため
に国が作った退職金制度です。
　この制度は、事業主の方々が建設現場で働く
労働者の働いた日数に応じて掛金を充当し、そ
の労働者が建設業界で働くことをやめたときに
建退共から退職金を支払うという、業界全体で
の退職金制度です。退職金は国が定めた基準に
より計算して、確実に支払われるため安心・安
全です。
　詳しくは建退共HPをご覧ください。

※お問い合わせ先
　建設業退職金共済事業本部
　電話０３－６７３１－２８６６

    

建設業の退職金なら、建退共制度！

    

 

11月30日（いいみらい）は「年金の日」

世帯と人口（10月１日現在） 
（ ）は前月比 

世帯数 1,874 世帯（＋５）  
 男 1,676 人 （－６） 女 1,865 人     （＋１） 
 計 3,541 人 （－５）   

65歳以上の人口1,476人（高齢化率41.7％）

（注）おくやみ欄の掲載は、ご家族等の掲載承諾をいた
だいて載せています。 

おくやみもうしあげます
氏   名     享 年   住所 

川　口　博　行さん　　６８歳　　　宮浜
三　浦　一　雄さん　　８８歳　　　鹿部
齊　藤　　實　さん　　８８歳　　　宮浜
木　村　恵　美さん　　６５歳　　　本別
工　藤　友　子さん　　６７歳　　　鹿部
山　田　和　枝さん　　９８歳　　　本別
工　藤　　肇　さん　　８９歳　　　本別
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 ２件 １件 ０件 １件 ０件町内 2件 1人 1人 43件町内  

かっこ内は令和５年９月の水揚げ

 魚　種 数量（トン） 水揚金額（千円） 魚　種 数量（トン） 水揚金額（千円）
0.5

20.8
0.5
1.1
1.2

12.9
1.2

11.9
25,619.0

250.0
246.4
800.6

3,239.6
116.1

（0.0）
（39.8）
（0.1）
（0.9）
（1.1）

（11.6）
（0.3）

0.2
20.3
13.0
0.4
2.2
9.3
5.1

88.7

（0.4）
（28.4）
（16.8）
（1.3）
（1.6）

（13.5）
（29.8）

（145.6）

（0.0）
（47,721.4）

（140.6）
（395.6）

（1,128.7）
（2,783.8）

（97.3）

150.5
993.1

3,437.0
883.8
119.1

3,559.2
16,070.7
55,497,0

（205.4）
（1,361.4）
（3,586.7）
（2,106.0）

（84.1）
（6,877.5）
（2,105.9）

（68,594.4）

すけとうだら
たこ
いか
かれい
あぶらこ
ほっけ
がや

ひらめ
さば
ふくらぎ
まぐろ
たら
つぶ
その他魚類
合計

犯罪発生状況 （令和６年1月1日～令和６年9月３0日） 交通事故発生状況 （令和６年１月１日～令和６年9月３0日）

9月の水揚げ量・水揚金額

全刑法犯
認知件数

窃盗犯認知件数 その他刑法
認知件数侵入盗窃 車上狙い その他窃盗 人身事故 死者数 傷者数 物損事故

１　社会に広げよう犯罪被害者等支援の輪

①性犯罪被害相談電話「♯8103（ハートさん）」
　を知ってください
　わいせつ被害や痴漢で悩んでいる方、家族・
知人が被害に遭われて悩んでいる方、「相談し
たいけれど、警察署には行きづらい」と迷って
いる方、まずは、性犯罪被害相談電話「＃8103
（ハートさん）」にお電話ください。
②犯罪被害者等のための各種相談窓口の紹介
・性犯罪被害110番　＃8103（ハートさん）
　つながらない場合　ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　0120-756-310
・少年相談110番　ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　0120-677-110
・暴力団相談電話　011-222-0200
・道警相談センター　♯9110

２　児童虐待防止対策推進

　児童虐待事案の取り扱いは年々増加しています。
　子どもの立場に立って考え、虐待被害に遭っ
ている子どもの早期発見をお願いします。
　児童虐待の疑いを感じたら、勘違いでも構い
ませんので、迷わずに児童相談所、市区町村、
警察に連絡してください。

３　指名手配被疑者の捜査強化

～ピンときたら110番～
　全国警察では、総力を挙げて指名手配被疑者
の追跡捜査などを行っていますが、逃走中の指
名手配被疑者を１人でも多く発見、検挙するた
めには、捜査に対する皆様のご理解とご協力が
欠かせません。指名手配被疑者に関する情報は、
どんな些細なことであっても、ためらわずに
110番または最寄りの警察施設に連絡してくだ
さい。

４　冬の交通安全運動の実施　

○運動期間
　11月13日(水)～11月22日(金)の10日間
○運動重点
・子ども、高齢者を始めとする歩行者の安全確保
・スリップ事故防止と全席シートベルト着用
・飲酒運転の根絶

広報しかべ　令和６年11月号



11月1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

14日

15日

16日

17日

18日

19日

20日

21日

22日

23日

24日

25日

26日

27日

28日

29日

30日

㈮

㈯

㈰

㈪

㈫

㈬

㈭

㈮

㈯

㈰

㈪

㈫

㈬

㈭

㈮

㈯

㈰

㈪

㈫

㈬

㈭

㈮

㈯

㈰

㈪

㈫

㈬

㈭

㈮

㈯

○社第48回文化祭　中央公民館　9:00～16:00
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※行事日程について、施設の都合により変更となる場合がありますので、行事に参加される場合は、事前に担当課へ確認をお願い
　します。 
◆お問い合わせ先略称◆　

休日当番医については新聞などで確認するか、北海道救急医療情報案内センター（℡：０１２０－２０－８６９９（フリーダイヤル）・
０１１－２２１－８６９９（携帯電話、PHSから））までお問い合わせください。 

広報しかべ ＨＩＳＴＯＲＹ
　今月紹介するのは1999年11・12月号。同年11月４日
に俳優の高倉健さんが鹿部町を訪れ、北海道イメージ
アップキャンペーンポスターの撮影を行った様子が紹
介されています。
　北海道の冬の魅力を全国に発信しようと、北海道庁
などが製作。撮影は鹿部漁港で行われ、町内の漁師ら
に囲まれた高倉さんが浜鍋を食べながら「冬だから出
会える感動があります。私は北海道を応援していま
す」とのメッセージを伝えました。

江崎グリコが11月11日を
　　　「ポッキー＆プリッツの日」と定める（11月）

1999年の主な出来事

11月の行事予定カレンダー

○保役場保健福祉課（℡01372－７－５２９１）　○社教育委員会社会教育スポーツ課（℡01372－７－３１２４）

文化の日

勤労感謝の日

振替休日

○保健康相談・栄養相談　いこいの湯　14:00～16:00

○保健康相談・栄養相談　いこいの湯　14:00～16:00

○保バンビ教室　総合体育館　10:00～

○保あったかサロン　本別中央会館　14:00～15:30

○保あったかサロン　本別中央会館　14:00～15:30

○保乳幼児健診　総合体育館柔道場　13:00～14:00
○保高齢者・介護相談会　鹿部郵便局コミュニティスペース　13:30～15:30


